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軽
度
・中
等
度
難
聴
児
補
聴
器

購
入
費
等
を
助
成
し
ま
す

問
障
が
い
福
祉
課

☎  （
８
７
6
）1
2
6
7

身
体
障
害
者
手
帳
が
交
付
さ
れ
な

い
軽
度
・
中
等
度
の
難
聴
児
へ
、言
語

習
得
と
教
育
等
へ
の
健
全
な
発
育
を

支
援
す
る
た
め
、補
聴
器
購
入
費
等

の
一
部
を
助
成
し
て
い
ま
す
。

対
象

次
の
全
て
の
要
件
を
満
た
す

児
童

①
市
内
に
住
所
を
有
す
る
人

②
平
成
16
年
４
月
２
日
以
降
に
生
ま

れ
、18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
に
あ
る
人

③
身
体
障
害
者
手
帳
の
交
付
対
象
で

な
い
人
の
う
ち
、補
聴
器
を
装
用
す

る
こ
と
で
言
語
の
習
得
な
ど
の
一
定

の
効
果
が
期
待
で
き
る
と
医
師
が
判

断
す
る
人

申
し
込
み

障
が
い
福
祉
課
障
が
い

福
祉
係
窓
口

※
交
付
対
象
者
の
属
す
る
世
帯
の
中

で
市
民
税
所
得
割
額
が
46
万
円
を
超

え
る
人
が
い
る
場
合
は
、助
成
対
象

外
で
す
。

清
明
祭
時
の
墓
地
の
清
掃

問
環
境
保
全
課

☎  （
８
７
6
）1
2
5
0

お
墓
を
き
ち
ん
と
管
理
し
て
い

ま
す
か
？
墓
地
の
所
有
者
お
よ
び

管
理
者
に
は
墓
地
の
清
掃
、安
全
管

理
の
徹
底
が
義
務
付
け
ら
れ
て
い

ま
す
。清
明
祭
、七
夕
な
ど
の
行
事

の
際
に
は
墓
地
の
清
掃
を
行
っ
て

く
だ
さ
い
。ま
た
壁
な
ど
が
倒
壊
す

る
お
そ
れ
の
あ
る
場
合
は
対
策
を

お
願
い
し
ま
す
。

●
市
民
の
皆
さ
ん
へ
お
願
い

墓
地
の
造
成
に
は
市
の
許
可
が
必

要
で
、手
続
き
の
中
で
看
板
設
置
が

義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。無
許
可

で
墓
地
を
造
成
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
墓
地
を
発
見
し
た
場
合
は
、環
境

保
全
課
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

ア
ー
ス
デ
イ
２
０
２
２
ｉ
ｎ
う

ら
そ
え
～
里
浜・西
海
岸
ビ
ー

チ
ク
リ
ー
ン
～

問
環
境
保
全
課

☎  （
８
７
6
）1
2
5
0

「
ア
ー
ス
デ
イ
」地
球
環
境
を
考

え
る
日
と
し
て
里
浜
の
清
掃
を
行

い
ま
す
。

※
危
険
物
に
は
触
れ
な
い
よ
う
ご

注
意
く
だ
さ
い
。

日
時

４
月
24
日（
日
）午
前
９
時

～
午
前
10
時
30
分

場
所

カ
ー
ミ
ー
ジ
ー
周
辺
等

持
ち
物

手
袋
、飲
み
物
等

Ａ
Ｎ
Ａ
Ｓ
Ｐ
Ｏ
Ｒ
Ｔ
Ｓ
Ｐ
Ａ

Ｒ
Ｋ
浦
添
新
施
設
整
備
に
伴

う
住
民
説
明
会
の
開
催

問
文
化
ス
ポ
ー
ツ
振
興
課

☎  （
８
７
６
）１
２
２
３

新
体
育
館
建
設
に
関
す
る
ス
ケ

ジ
ュ
ー
ル
等
を
説
明
し
ま
す
。

日
時

４
月
26
日（
火
）

場
所

ア
イ
ム
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
て
だ

こ
ホ
ー
ル
小
ホ
ー
ル

対
象
者

市
内
在
住
・
在
勤
の
人

定
員

３
０
０
人

浦添市役所（代）☎（876）1234問問い合わせ先　☎　電話番号

を
交
付
し
ま
す
。

特
別
支
援
教
育
に
関
す
る
就

学
説
明
会

問
学
校
教
育
課

☎  （
8
7
6
）1
2
1
8

①
公
立
小
中
学
校
の
特
別
支
援
学

級
等
へ
の
入
学
、入
級
申
請
の
手
続

き
に
つ
い
て

②
公
立
小
中
学
校
の
特
別
支
援
学

級
の
指
導
に
つ
い
て

③
県
立
特
別
支
援
学
校
で
の
指
導

に
つ
い
て

日
時

５
月
11
日（
水
）午
後
１
時

～
午
後
５
時

第
１
部
午
後
１
時

30
分
、第
２
部
午
後
３
時
30
分

場
所

ア
イ
ム
・
ユ
ニ
バ
ー
ス
て
だ

こ
ホ
ー
ル
市
民
交
流
室

対
象

①
令
和
５
年
度
小
学
校
・

中
学
校
特
別
支
援
学
級
へ
入
級
希

望
児
童
生
徒
の
保
護
者

②
令
和
５
年
度
特
別
支
援
学
校（
小

学
部
・
中
学
部
）へ
入
学
希
望
児
童

生
徒
の
保
護
者

費
用

無
料

定
員

各
部
そ
れ
ぞ
れ
50
人

申
し
込
み

電
話
で
申
し
込
み

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の

感
染
状
況
に
よ
り
変
更
に
な
る
こ

と
が
あ
り
ま
す
。

子
育
て
・
教
育

令
和
４
年
度
浦
添
市
育
英
会

奨
学
生
募
集

問
浦
添
市
育
英
会（
教
育
総
務
課

内
）

☎  （
8
7
6
）1
2
2
9

受
付
期
間

４
月
１
日（
金
）～
20

日（
水
）午
前
９
時
～
午
後
５
時（
正

午
～
午
後
1
時
を
除
く
）

※
５
分
程
度
の
面
談
あ
り
。電
話
で

日
時
を
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

詳
し
く
は
募
集
要
項
を
ご
覧
く

だ
さ
い
。７
階
教
育
総
務
課
窓
口
ま

た
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
ダ

ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

令
和
４
年
度
放
課
後
子
ど
も

教
室
募
集

問
社
会
教
育
推
進
課

☎
（
8
7
6
）1
3
0
5

対
象

小
・
中
学
校
、市
内
で
社
会

教
育
活
動
を
行
う
団
体
・
個
人

教
室
数

22
教
室
程
度

活
動
期
間

５
月
１
日（
日
）～
令

和
5
年
２
月
28
日（
火
）

募
集
期
間

４
月
５
日（
火
）～
20

日（
水
）

応
募
方
法

所
定
の
申
請
書
を
社

会
教
育
推
進
課
へ
提
出
。申
請
書
は

社
会
教
育
推
進
課
窓
口
ま
た
は
市

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー

ド
で
き
ま
す
。

選
考
方
法

書
類
審
査
後
、承
認
書

最新の情報は市ホームページでご確認いただくか、問い合わせ先へご連絡ください。
新型コロナウイルス感染症の状況により、イベント開催の可否、内容の変更などがある場合があります。

▲令和４年度
浦添市育英会
奨学生募集

▲放課後子ど
も教室募集

1.支給対象者

❶住民税非課税世帯

新型コロナ非課税世帯等臨時特別給付金室
（市役所向かい・旧ろうきん浦添支店）
コールセンター☎0570(098)117

問い合わせ

住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金

　基準日（令和3年12月10日）時点で、浦添市に住民登録があり、住
民税非課税世帯（世帯全員の令和3年度分住民税均等割が非課税で
ある世帯）の世帯主。
※住民税が課税されている人の扶養親族等のみからなる世帯を除く。
※基準日（令和３年１月２日～１２月１０日）に、離婚や課税者の死亡等によって住
　民税非課税世帯となった世帯については、元配偶者等による扶養にかかわ
　らず、「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の対象となります。

 住民税を課されている他の親族等から世帯の全員が扶養を受けて
いる場合や、世帯の中に住民税課税となる所得があるのに未申告の
人がいる場合は対象外となります。

3.支給手続き

2.支給額

4.注意事項

❶住民税非課税世帯の場合

　対象者へ給付内容や確認事項が書かれた確認書を送付していま
す。中身を確認して、期限内に浦添市へ返信してください。
【確認事項】 ①給付金の振込口座番号
　　　　　 ②住民税が課税されている人の扶養親族のみの世帯ではないこと
　　　　　 ※支給対象者で確認書が届いていない場合は問い合わせください。

❷家計急変世帯の場合
　給付金を受け取るには、申請が必要です。申請締め切りは、令和
４年９月３０日までです。申請書類は4月６日から市ホームページでダ
ウンロードまたは、臨時特別給付金室窓口で配布予定です。

❷家計急変世帯

新型コロナウイルス感染症の影響を受けて、令和３年１月以降の収
入が減少し、住民税非課税世帯相当の収入となった世帯。
※❶に該当し、支給を受けた人は対象となりません。

1世帯あたり10万円

1.支給対象者

こども家庭課 ☎（876）1280問い合わせ

子育て世帯への
臨時特別給付が受けられます

　下記の対象者へ令和3年度の支援給付金の申請を受け付けてい
ます。全ての対象者について申請が必要です。

2.支給額

3.申請手続き

4.支給期間

【必要書類】申請者によって異なります。
　　　　 詳しくはホームページをご確認ください。
【申 請 先】浦添市役所 こども家庭課
【申請期限】４月２８日(木) ※郵送の場合は必着

児童1人当たり一律10万円（上限額）

離婚等で一括給付金を受け取れなかった世帯へ

❶❷のいずれかに該当する人。いずれも、令和３年度子育て世帯等
臨時特別給付金の受給者の配偶者であった者のうち、令和４年２月２８
日までに離婚等をした者および、これらに準ずる人
❶令和３年９月分の児童手当の受給者でなかったが、
　新たに令和４年３月分の児童手当の受給者になった人
❷令和３年９月３０日時点で高校生等を養育していなかったが、
　令和４年２月２８日時点では高校生等を養育している人
　※高校生等とは…平成15年4月2日～平成18年4月1日に生まれた人で、配偶
　者を有していない人です。高校に在学していない社会人等の人も対象です。
●準ずる人の例：海外から帰国し、児童手当の受給者となった場合等
●令和2年中の所得が未申告の場合、申告をお願いします。

※元養育者からすでに給付金の一部を受け取っていたり、
　児童のために使われた額を差し引いた額

●元養育者または他市町村からすでに一括給付金を受け取ってい
　る場合や、主たる生計維持者の所得が所得制限限度額以上の人
　は対象外となります。
●児童手当については、令和４年２月２８日までに受給者変更をす
　でに済ませた人が対象です。
●❶❷に該当する人は公務員も含みます。

 市が申請書を受理した日から2～3週間程度で支給予定ですが、
申請件数が多数の場合は、時間がかかる場合があります。

▲アースデイ
2022 inうら
そえ～里浜・
西海岸ビーチ
クリーン～




